
案件 担当部 出 席 者

1 地 域 部

2 刑 事 部

3 交 通 部

4 警 備 部

案件 担当部 出 席 者

1 決定

2 決裁

3 報告 警 務 部 長

4 決裁 住民サービス課長

5 報告 首 席 監 察 官

6 裁決

7 裁決

8 裁決

9 決裁 刑 事 部 捜 査 第 三 課 長

10 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

訟 務 官

総 務 部

２　個別審議（公安委員執務室）

件　　　　　名　　　

本 部 長

総 務 部 長

警 務 部 長

生 活 安 全 部 長

地 域 部 長

刑 事 部 長

交 通 部 長

警 備 部 長

名古屋市警察部長

情 報 通 信 部 長

警 察 学 校 長

報告

公 安 委 員 会
執 務 官

交通事故発生状況（令和５年７月末）

保有個人情報開示請求に係る決定

警 務 部

緊急配備中における主要事件の検挙

主要事件の検挙

「オウム真理教」の現状と対策　　　　　　　　

苦情の調査結果　２件

警察署協議会委員の辞職及び委嘱

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和５年８月３日　　10時00分～11時40分

出席委員：河合委員長・藤森委員・那須委員・中尾委員

１　全体審議（公安委員会会議室）

件　　　　　名　　　

聴聞等の実施結果・決定 　　64件

警察職員の援助要求

放置違反金納付命令に対する審査請求

運転免許停止処分に対する審査請求

運転免許取消処分に対する審査請求

人事案件

監察案件



議事の概要

１ 全体審議

(1) 地域部

緊急配備中における主要事件の検挙

地域部長から、

連続強盗・自動車盗事件の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「発生後、短時間で悪質な重要事件の犯人を検挙できたことは、警察

の総力結集による成果であると思う。引き続き、県民を守っていただく

ようお願いする。本当に御苦労様でした。」

旨の発言があった。

(2) 刑事部

主要事件の検挙

刑事部長から、

福島県内における組織的な大麻取締法違反事件等の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「大麻の栽培拠点を見つけ出すことが、麻薬被害の拡大防止につなが

ると思うので、今後もよろしくお願いする。」

旨の発言があった。

(3) 交通部

交通事故発生状況（令和５年７月末）



交通部長から、

「交通事故死者数は、７月中10人で、前年同期比マイナス１人であっ

た。７月中の交通死亡事故の主な特徴としては、

○ 週末に多発

○ 歩行者が多発

○ 交差点内で多発

であり、８月中の主な取組は、

○ 抑止の柱『高齢者・歩行者・自転車・交差点』対策の推進

○ 飲酒運転取締りの強化

○ 電動キックボードに対する指導取締りの実施

○ 夏季における二輪車利用者に対する広報啓発活動の推進

○ 夏休み期間中における児童・生徒に対する交通事故防止対策の

推進

○ 白バイの運用

等である。」

旨の報告があった。

委員から、

「こうした取締り等の対策により、少しでも交通死亡事故を減らせる

よう、引き続きよろしくお願いする。」

旨の発言があった。

(4) 警備部

「オウム真理教」の現状と対策

警備部長から、

「オウム真理教」の現状と対策

について報告があった。

２ 個別審議

(1) 保有個人情報開示請求に係る決定



公安委員会執務官から、

保有個人情報開示請求に係る決定

について報告があり、決定した。

(2) 警察署協議会委員の辞職及び委嘱

公安委員会執務官から、

警察署協議会委員の辞職及び委嘱

について報告があり、決裁した。

(3) 人事案件

警務部長から、

人事案件

について報告があった。

(4) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「警察官の言動に関する苦情」

２件について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり決裁した。

(5) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

(6) 運転免許取消処分に対する審査請求



訟務官から、運転免許取消処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに決裁書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(7) 運転免許停止処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許停止処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに決裁書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(8) 放置違反金納付命令に対する審査請求

訟務官から、放置違反金納付命令に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに決裁書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(9) 警察職員の援助要求

捜査第三課長から

「本県公安委員会から三重県公安委員会に対して、『愛知県警察・三

重県警察合同捜査第28号事件』捜査のため、警察法第60条第１項の規定

に基づき、所要の警察官等の派遣を要求したい。」

旨の報告があり、決裁した。

(10) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 64件

について報告があり、行政処分を決定した。



案件 担当部 出 席 者

1 生活安全部

2 警 備 部

3
名 古 屋 市
警 察 部

案件 担当部 出 席 者

1 決裁 総 務 部
公 安 委 員 会
執 務 官

2 報告 警 務 部 長

3 決裁 住民サービス課長

4 報告 首 席 監 察 官

5 裁決

6 裁決

7 報告 交 通 総 務 課 長

8 決裁 交 通 規 制 課 長

9 決裁 警 備 部 警 備 第 一 課 長

10 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び
許可（令和５年７月中）

苦情の調査結果　(２件)

聴聞等の実施結果・決定 　　64件

訟 務 官

２　個別審議（公安委員執務室）

件　　　　　名　　　

本 部 長

総 務 部 長

警 務 部 長

生 活 安 全 部 長

地 域 部 長

刑 事 部 長

交 通 部 長

警 備 部 長

名古屋市警察部長

情 報 通 信 部 長

警 察 学 校 長

報告

名古屋市との治安連絡会の開催結果

公安委員会宛文書等の受理（31件）

警 務 部

栄地区におけるぼったくり対策の実施

交 通 部

警察職員の援助派遣

運転免許取消処分に対する審査請求

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和５年８月10日　　９時00分～11時05分

出席委員：河合委員長・藤森委員・柘植委員・那須委員・中尾委員

１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

運転者区分決定に対する審査請求（３件）

岡崎警察署における被留置者の死亡事案に係る調査

状況等

監察案件

災害対策基本法施行令等の一部改正に伴う愛知県公

安委員会事務専決規程等の一部改正

特定小型原動機付自転車等に対する街頭指導・啓発

強化月間の実施結果



議事の概要

１ 全体審議

(1) 生活安全部

栄地区におけるぼったくり対策の実施

生活安全部長から、

栄地区におけるぼったくり対策の実施

について報告があった。

委員から、

「認知している被害は一部であり、実際はかなりの被害件数であると

思う。引き続き、対策を強化していただきたい。」

旨の発言があった。

(2) 警備部

行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び許可（令和５年７月中）

警備部長から、令和５年７月中の行進又は集団示威運動に関する条例

の許可申請及び許可について

「令和５年７月中、１件の許可申請を受理して、許可した。」

旨の報告があった。

(3) 名古屋市警察部

名古屋市との治安連絡会の開催結果

名古屋市警察部長から、名古屋市との治安連絡会の開催結果について、

「８月２日（水）、名古屋市役所で開催し、本県警察からは本部長以

下12人、名古屋市からは、市長以下12人が出席した。



名古屋市からは、

〇 子どもを守る交通安全対策

○ 第24回日中韓三カ国環境大臣会合

○ 令和４年度名古屋市児童相談所相談実績等の概要

について説明があり、本県警察からは、

○ 暴力団対策の推進状況と下半期の取組方針

○ 名古屋市における交通事故発生状況と下半期の抑止対策

○ 名古屋市における犯罪発生状況と下半期の抑止対策

〇 少年を取り巻く喫緊の課題への取組状況

について説明したほか、『交通死亡事故が発生する交差点の特徴』等に

ついて意見交換をした。」

旨の報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（31件）

公安委員会執務官から、

８月４日までに届いた公安委員会宛の文書等31件

について説明があり、決裁した。

(2) 岡崎警察署における被留置者の死亡事案に係る調査状況等

警務部長から、

岡崎警察署における被留置者の死亡事案に係る調査状況等

について報告があった。

委員から、

「スピード感をもって捜査、調査を行うことを念頭に置かれたい。」

旨の発言があった。

(3) 苦情の調査結果（２件）



住民サービス課長から、公安委員会宛ての「警察官の言動に関する苦

情」等２件について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり決裁した。

(4) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

(5) 運転者区分決定に対する審査請求（３件）

訟務官から、運転者区分決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに決裁書案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(6) 運転免許取消処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許取消処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに決裁書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(7) 特定小型原動機付自転車等に対する街頭指導・啓発強化月間の実施結果

交通総務課長から、

特定小型原動機付自転車等に対する街頭指導・啓発強化月間の実施結果

について報告があった。

(8) 災害対策基本法施行令等の一部改正に伴う愛知県公安委員会事務専決規程

等の一部改正



交通規制課長から、

災害対策基本法施行令等の一部改正に伴う愛知県公安委員会事務専決

規程等の一部改正

について説明があり、決裁した。

(9) 警察職員の援助派遣

警備第一課長から、

「沖縄県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第１

項の規定に基づく警察職員の援助要求があり、所要の警察職員を派遣し

たい。」

旨の説明があり、決裁した。

(10) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

○ 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 62件

○ 風俗営業等の営業停止処分に関する聴聞結果 ２件

について説明があり、行政処分を決定した。



案件 担当部 出 席 者

1 警 務 部

2 生活安全部

3 交 通 部

4 警 備 部

5 警 務 部

1 報告

案件 担当部 出 席 者

2 決裁
公 安 委 員 会
執 務 官

3 報告 監 査 官

4 決裁 住民サービス課長

5 裁決

6 裁決

7 裁決

8 裁決

9 報告 生活安全部
人 身 安 全
対 策 課 長

10 決裁

11 決裁

12 決裁 警 備 総 務 課 長

13 報告 警 備 第 二 課 長

14 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

捜 査 第 四 課 長

指定暴力団六代目山口組等に対する特定抗争指定暴
力団等に係る指定期限の延長及び官報による告示

刑 事 部

警 務 部

聴聞等の実施結果・決定 　　　63件

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
基づく賞揚等禁止命令の発出に係る意見聴取の実施

銃砲仮領置処分に対する審査請求

銃砲所持許可取消処分に対する審査請求

猟銃等射撃指導員指定解除処分に対する審査請求

警察職員等の援助派遣

対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する
公安委員会への通報

警 備 部

２　個別審議（公安委員執務室）

件　　　　　名　　　

公安委員会宛文書等の受理（６件）

苦情の調査結果

ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく命
令等の実施結果

件　　　　　名　　　

人事案件　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本　　部　　長

出　　席　　者

運転免許取消処分に対する審査請求

令和５年愛知県監査委員による定期監査の実施結果
総 務 部

訟 務 官

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和５年８月24日　　９時00分～11時40分

出席委員：河合委員長・柘植委員・那須委員・中尾委員

１　全体審議（公安委員会会議室）

件　　　　　名　　　

本 部 長
総 務 部 長
警 務 部 長
生 活 安 全 部 長
地 域 部 長
組織犯罪対策局長
交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長
情 報 通 信 部 長
警 察 学 校 長

報告 主要事件の検挙　　　　　　　　　　　　　　　

令和５年度警察官(Ａ)及び警察官(Ｂ)第１回採用
候補者試験の実施結果

９月の行事予定［書面報告］

令和５年度愛知県警察災害警備訓練の実施
令和５年度愛知県・安城市総合防災訓練への参加

主要事件の検挙



議事の概要

１ 全体審議

(1) 警務部

令和５年度警察官(Ａ)及び警察官(Ｂ)第１回採用候補者試験の実施結果

警務部長から、

令和５年度警察官(Ａ)及び警察官(Ｂ)第１回採用候補者試験の実施結

果及び今後の取組

について報告があった。

委員から、

「警察官の人材確保に向けて、給与面だけでなく、いかに職場の働き

がいや仕事の魅力を打ち出していけるかが大切だと思う。」

旨の発言があった。

(2) 生活安全部

主要事件の検挙

生活安全部長から、

組織的な偽ブランド品販売に係る商標法違反等事件の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「被害金額の規模がここまで大きい事件を、よく検挙していただいた。

犯行リーダーの逮捕に向けて、引き続き捜査をよろしくお願いする。」

旨の発言があった。

(3) 交通部



主要事件の検挙

交通部長から、

死亡ひき逃げ事件被疑者の逮捕概要

について報告があった。

委員から、

「手がかりとなる遺留品や容疑車両の損傷が少ない中で、短時間でよ

く検挙していただいた。」

旨の発言があった。

(4) 警備部

令和５年度愛知県警察災害警備訓練の実施

令和５年度愛知県・安城市総合防災訓練への参加

警備部長から、

「大規模地震の発生を想定した実戦的な各種訓練により、職員の危機

意識を高めるとともに、迅速かつ的確な災害警備活動を実施するための

災害対処能力を向上させることを目的に、９月１日、令和５年度愛知県

警察災害警備訓練を実施する。また、９月３日、安城市内において実施

される愛知県・安城市総合防災訓練に、愛知県警察も参加する。」

旨の報告があった。

(5) 警務部

９月の行事予定（書面報告）

警務部から、

９月の行事予定

について書面報告があった。

２ 個別審議



(1) 人事案件

本部長から、

人事案件

について報告があった。

(2) 公安委員会宛文書等の受理（６件）

公安委員会執務官から、

８月18日までに届いた公安委員会宛の文書等６件

について説明があり、決裁した。

(3) 令和５年愛知県監査委員による定期監査の実施結果

監査官から、

令和４年度における財務に関する事務及び事務事業の執行全般を対象

とした令和５年愛知県監査委員による定期監査の実施結果

について報告があった。

(4) 苦情の調査結果

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「告訴告発に関する苦情」に

ついて、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、原案どおり決裁した。

(5) 銃砲仮領置処分に対する審査請求

訟務官から、銃砲仮領置処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。



(6) 銃砲所持許可取消処分に対する審査請求

訟務官から、銃砲所持許可取消処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(7) 猟銃等射撃指導員指定解除処分に対する審査請求

訟務官から、猟銃等射撃指導員指定解除処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(8) 運転免許取消処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許取消処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(9) ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく命令等の実施結果

人身安全対策課長から、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づ

く命令等の実施について、

「令和５年７月中は、押し掛け、粗野乱暴等を理由に７件の緊急禁止

命令等を実施した。また、面会要求、粗野乱暴等を理由に21件の警告を

実施した。」

旨の報告があった。

(10) 指定暴力団六代目山口組等に対する特定抗争指定暴力団等に係る指定期限

の延長及び官報による告示



捜査第四課長から、

「指定暴力団六代目山口組等については、抗争が終結したと認められ

ないなどの理由から、特定抗争指定暴力団等として指定する期限を延長

し、その旨を官報公示する。」

旨の説明があり、決裁した。

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく賞揚等禁止命令

の発出に係る意見聴取の実施

捜査第四課長から、

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第30条の５第１

項の規定による賞揚等禁止命令の発出に係る意見聴取を実施する」

旨の説明があり、決裁した。

(12) 対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する公安委員会への通報

警備総務課長から、

対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する公安委員会への通報

について説明があり、決裁した。

(13) 警察職員等の援助派遣

警備第二課長から、

「沖縄県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第１

項の規定に基づく警察職員等の援助要求があり、所要の警察職員等を派

遣した。」

旨の報告があった。

なお、 委員長から、本報告に先立ち、

緊急の案件のため、会議を招集できず、各委員と協議の上で援助派遣

を決裁し、委員長として権限を行使したこと

について報告があった。



(14) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

○ 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 61件

○ 風俗営業等の営業停止処分に関する聴聞結果 ２件

について説明があり、行政処分を決定した。
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